
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
受
領

答

弁

第

一

〇

号

内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
〇
号

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
違
法
性
阻
却
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
違
法
性
阻
却
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
が
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
や
資
産
運
用
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
重
要
な
取
引
手
段
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
三
十
九
号
）
に
お
い
て
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
及
び
そ
の
媒
介
等
に
つ
き
業
と
し
て
行
う
こ
と
並
び
に
商
品
デ
リ
バ

テ
ィ
ブ
取
引
の
受
託
及
び
そ
の
媒
介
等
に
つ
き
業
と
し
て
行
う
こ
と
が
、
金
融
商
品
取
引
業
及
び
商
品
先
物
取
引
業
等
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
い
て
は
、
金
融
商
品
取
引
所
及
び
商
品
取
引
所
の
適
切
な
運
営
の
確
保
を
は
じ
め
、

金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
商
品
先
物
取
引
業
者
等
の
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
整
備
、
顧
客
に
対
す
る
不
適
切
な
勧
誘
の
禁
止
、
こ

れ
ら
の
取
引
の
公
正
の
確
保
等
に
係
る
規
定
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、正
当
に
行
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
行
為
に
つ
い
て
、

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の
賭
博
罪
等
が
成
立
す
る
と
の
懸
念
を
解
消
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
行
為
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
単
な
る
賭
博
行
為
と
は
異
な
り
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
公
営
競
技
と

し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
金
融
商
品
取
引
法
及
び
商
品
先
物
取
引
法
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
取
引
に
係
る
規

定
の
整
備
を
行
う
に
当
た
り
、
御
指
摘
の
八
つ
の
点
に
着
目
し
て
そ
の
内
容
を
検
討
し
た
も
の
で
は
な
い
。


